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法務省保恩第28号

平成元年2月6日

検 事 総 長

⑳震 事 長事 正

矯 正 管 区 長

拘 置 所 長

刑 務 所 長

少年刑務所長

婦人補導院長

地方更生保護委員会委員長

保護観察所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

法務事務次官岡村泰孝

恩赦の実施について（依命通達）

政府は，昭和天皇の崩御に際会し，大赦令及び復権令収肘は，昭和大皇の崩御に際会し，大赦令及び復権令（以下

「政令」という。 ）を2月13日付けをもって公布し、同月24

日から施行するほか，特別の基準による特赦，特別減刑，刑の執

行の免除及び特別復権を同月24日から行う予定であるところ，

これらの政令及び特別恩赦基準は別添案のとおり決定される見込

みであるので，下記の諸点に留意の上，その実施に支障を生じる

ことのないよう，あらかじめ必要な準備をすることとされたい。

なお，政令案及び特別恩赦基準案に変更が生じた場合には，直
ちに通知する。
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おって，政令及び特別恩赦基準に基づく恩赦事務の取扱いにつ

いては，別途関係局長から通達されるので，申し添える。

記

1 基準日は，昭和天皇が崩御された昭和64年1月7日となる

蝋蹴駕鯛呈墨震毘職鐡昭和天皇
2大赦令案によれば，基準日の前日の午後12時までに第1条

各号に掲げる罪を犯した者は，第2条に当たる場合を除き，す

べてその罪について赦免されることとなる。

3復権令案によれば，その対象となる罪を限定することなく，

一定の要件を満たす者はすべて復権することとなるが，基準日

と施行日が異なる上，基準日の延長に関する定めが置かれてい

るので，該当者の特定，復権の時期の認定等に当たっては，特

に留意を要する。

4刑法第34条の2により刑の言渡し若しくは刑の免除の言渡

しの効力を失った者又は同法第27条により刑の言渡しの効力

を失った者については，赦免及び復権の余地はない。

5 検察官，監獄の長及び保護観察所の長は，次に定めるところ

により， それぞれその恩赦事務を処理するとともに，相互に緊

密な連絡を取り，協力をするものとする。

（1） 大赦令に基づく事務について

ア受刑者及び労役場留置者については，その刑務所（少年

刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。 ）の長

イ保護観察に付されている者については，その保護観察を

つかさどる保護観察所の長

ウその他の者については，検察官

セー/ヅー/卒／
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（2） 復権令に基づく事務について

検察官（原則として有罪の裁判をした裁判所に対応する検
察庁の検察官）

③特別恩赦基準に基づく事務について

⑳恩赦法施行規則（昭和22年司法省令第78号）第1条の
2第1項及び第3条第1項に規定するところによる。

6裁判書原本に恩赦事項を付記する者は検察官であるから，前

記5により恩赦事務を処理した刑務所の長及び保護観察所の長

は，速やかにその結果を有罪の裁判をした裁判所に対応する検
察庁の検察官に通知する。

7関係各庁においては，恩赦事務処理上必要な裁判書原本，訴

訟記録，犯歴票，身分帳簿，保護観察事件記録その他の関係書

類及び電子計算機に入力された犯歴等を速やかに整備する。

なお，裁判所からの裁判書原本及び訴訟記録の送付等に関し

ては，本省において別途最高裁判所事務総局の協力を求めるこ

ととするが，各検察庁においても対応裁判所と密接に連絡を取

り，十分な協力が得られるよう配慮する。

8恩赦に関する各種報告については，別途関係局長から通達さ

れるので、それによるものとする．

9恩赦事務の処理に要する予算については，その額が決まり次

第各庁に配布額を内示する予定である。
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一
一
一

一
一

一

刑
の
執
行
の
免
除
及
び
特
別
復
権
を
行

判
が
確
定
し
て

和そ
れ
ぞ
れ
た
だ
し
書
を
も

1 へへへ

趣対
象

昭
和
天
皇
の

六
十
四
年

出
願
又
は
上
申
の
手
続

》
」い

』
日
）
昭
和
天
皇
の

の
基
準
に
よ
る
特
赦

》
」て

は の
基
準
に
よ
る
特
赦

ー

、

本
人
の
出
願
を
待

－

…

朋月
七
日

い

崩御
に
際
会
し

る
者
に
対
し
て
行

御
に
際
会
し
て
行
う
特
別
恩
赦
基
準

へ

以
下

、
ー つ

特
別
減
刑

て
定
め
る
場

、

特
別
減
刑

、

つ ヨ

内
閣
は

基
準
日

て
行
う
も
の
と
し

、
《
’
シ
○ 、

『
シ
シ
」

、

刑
の
執
行
の
免
除
又
は
特
別
復
権
は

ム
ロ た
だ
し

、、 L一

と
と
す
る

刑
の
執
行
の
免
除
又
は
特
別
復
権
に
つ

とは
シ
」

の
基
準
に
よ
り
特
赦

い
、
フ
。

、

そ
の
定
め
に
よ
る
も
の
と
す
る

、

第
四
項
及
び
第
五
項
に
お

、

本
人
は

｡ー

の
前

へ

案

日
ま
で
に
有
罪
の
裁

ー、

平
成 、

特
別
減
刑

元
年
二
月
二

い
、

昭て
｡ 、



四

2へ

特
赦
は

特
赦
の
基
準

定
め
る
と

権
に
よ
る
上
申
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

葬
字
し

含
む
十
四
日
か
ら
同
年
五
月

は
特
別
復
権
に
つ
い
て

日
ま
で
に
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
対
し
て
上
申
を
す
る
も
の
と
す
る

、
一

一

別 月
一

別

号
の
定
め
は

項
た
だ
し
書
に
係
る
場
‐
合
に
つ
い

一
一

、 ｡

② 十
四
日
ま
で
に
上
申
を
す
る

以
下
同
じ

刑
務
所
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
は

、

基
準
日
の

》
」

ろ
に
よ
る

ー

ノ

、

。
）ユ

則
シ
』

日
ま
で
に
刑
に
処
せ
ら
れ
た
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
犯

若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
に
対
し
て
出
願

。 一
一

、

の
基
準
に
よ
る
特
赦

刑
務
所
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
の
職

十
一
一
一

日
ま
で
に
刑
務
所

参
」

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

い

○

て
は

シ
」

、 、

特
別
減
刑

同
日
ま
で
に
出
願
を
し

の
場 へ

《
口 少

年
刑
務
所
及
び
拘
置
所
を

の
上
申
期
限
は

、

刑
の
執
行
の
免
除
又

、

同
年
八
月

｡

叩
１
、
、
ｌ
、
蚕
〉
、

、 、 ｡
I

同
号
に

同
年
十

た
だ
し

一
一

十
一
一
一



裁
判
の

号
及
び
第
８
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は

赦
免
す
る

五
月

情に
対
し
て
も

2 1

刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で

の
罪
質
が
軽
微
で
あ
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
限
る

、 、

大
赦
令
第

大
赦
令

同
令
第

本
人
の
性
格

一
一

十 一旦
生
ロ

一
一
一

》
」

日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
者

又
は
有
罪

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
行

一
一

、

へ

条
に
よ
り
赦
免
を
得
な

特
に
こ
の
基
準
に
よ
る
特
赦
を
行

平
成
元

一

条
に
掲
げ
る
罪
と
他
の
罪
と
の
併
合

、

行
状年

政
令
第

｡ 、

無
、 、

他
の
罪
が
同
条
に
掲
げ
る
罪
に
付
随
し
て
犯
さ
れ

罪
若
し
く
は
免
訴
の
判
決
の

犯
罪
後
の
状
況

い

も
の
号
）
第

、

同
日
ま
で
に
略
式
命
令
の
送
達

、

社
会
の
感
情
等
に
か
ん
が
み

。

、
『
勿
参
」

た
だ
し

一

条
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
者
で

罪
に
つ
き
併

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

一
旦
生
目

、

他
の
罪
の
罪
質
が
軽
微

を
受
け

、
《
，
彦
。

合
し
て

た
だ
し

、

平
成
元

、 、 、
二一

個
の

特
に

第
７

即
決

、

そ 年
｡



３
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

』
」

５
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た

４
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
、
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
、
基
準
日
の
前

７
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
罪
（

６
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者

猶
予
の
期
間
の
二
分
の
一
以
上
を
経
過
し
た
者
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

過
失
犯
を
除
く
。
）
、
同
法
以
外
の
法
律
に
お
い
て
短
期
一
年
以
上
の
刑
を
定
め

せ
ら
れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

日
か
ら
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
五
年
以
上
を
経
過
し
た
者
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
処

日
ま
で
に
刑
期
の
二
分
の
一
以
上
そ
の
執
行
を
受
け
た
も
の

こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

⑳

、
１
、
、
１
、
漁
、



五

1 8
｡

へ

達 等
に
か
ん
が
み

げ
る
者
の

特
別
減
刑
の
基
準

ら
れ
た

現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障

会
の
た
め
に
貢
献
す
る
と

そ
の
執
行
を
終
わ
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
を
得

て
行

る
罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く

特
別
減
刑
は

ー

官リ
、

、
『
●
シ
○

即
決
裁
判
の

金
に
処
せ
ら
れ

穿
り

ー

、
つ
ち
一

た
だ
し

と
が
現
に
社
会
生
活
上
の
障

、 、 豆

一
旦
生
目

特
に
減
刑
す
る

犯
情
基
準
日
の

、 ー

価
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は

、

又
は
有
罪

そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
者
又
は
基
準
日
の

、

本
人
の
性
格

シ
』

一

別 ろ
が
あ
り

害日
ま
で
に
懲
役
又
は

と
な

》
」
１
戸
）

、

無

罪
若
し
く
は
免
訴
の
判
決
の

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い

害
、 、

つ

行
状

と
な

か
つ
、

て

い

る
者

、

つ

犯
罪
後
の
状
況

た
者
の

そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

て
、

同
日
ま
で
に
略
式
命
令
の
送

禁 い

銅
に
処
せ
ら
れ
た
次
に
掲

る
者 、
っ
学
ワ

、

。
）

そ
の
刑
に
処
せ

、

一
日
一
生
目

社
会
の
感
情

一

ﾛリ の
う
ち
、
社

日
ま
で
に

を
受
け

琴
」

と
が



､

が
確
定
し
た
者
に
対
し
て
も
、
特
に
こ
の
基
準
に
よ
る
減
刑
を
行
う
こ
と
が
で
き

吟
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
っ

る
も
の
と
す
る
。

、
平
成
元
年
五
月
二
十
三
日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判

(2) （1） て
い
な
い
者
又
は
執
行
の
免
除
を
得
て
い
な
い
者
（
執
行
猶
予
中
の
者
を
除
く

。
）
で
次
に
掲
げ
る
も
の

執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
短
期
の
三

者
…

前
日
ま
で
に
刑
期
の
二
分
の
一
以
上
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑

処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
短
期
の
二
分
の
一
以
上
そ
の
執
行
を
受
け
た

③ 法
定
刑
の
短
期
が
一
年
以
上
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
場
合
は
、
基
準
日
の

そ
の
他
の
場
合
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
刑
期
の
三
分
の
一
以
上
そ
の

0

（

ヘ
、
Ｉ
、
、
－
、
蓉
心
、

に



卿
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ

⑤
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
の
う
ち
、
刑
の
執
行
を
終
わ
っ
て
い
な

。
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ

次
に
掲
げ
る
も
の

(2) 者（1） れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
猶
予
の
期
間
の
三
分
の
一
以
上
を
経
過
し
た

い

け
た
者

者
又
は
執
行
の
免
除
を
得
て
い
な
い
者
（
執
行
猶
予
中
の
者
を
除
く
。
）
で

分
の
一
以
上
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
）

の
執
行
を
受
け
た
者

無
期
刑
に
処
せ
ら
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
十
年
以
上
そ
の
執
行
を
受

有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
刑
期
の
三
分
の
一
以
上
そ



２
減
刑
は
、
次
の
例
に
よ
る
。

②
有
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼
に
つ
い
て
は
、
次
の
例
に
よ
り
刑
期
を
変
更
す
る
。

吟
無
期
懲
役
は
、
十
五
年
の
有
期
懲
役
と
し
、
無
期
禁
銅
は
、
十
五
年
の
有
期

⑰
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
法
の
罪
（
過
失
犯
を
除
く
。
）
、
同
法
以
外

禁
銅
と
す
る

(1) が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の

り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
執
行
を
終
わ
っ
て
い
な
い
も
の

又
は
執
行
の
免
除
を
得
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と

れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

の
法
律
に
お
い
て
短
期
一
年
以
上
の
刑
を
定
め
る
罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ

の
猶
予
の
期
間
の
三
分
の
一
以
上
を
経
過
し
た
者
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら

⑳ 基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
刑
期
の
三
分

｡

、
、
１
、
↓
１
、
祷
当
、



一
ハ

れ
る
者
に
つ
い
て
行

情
等
に
か
ん
が
み

に
掲
げ
る
者
の

1 へ

刑
の
執
行
の
免
除
は

刑
の
執
行
の
免
除
の
基
準

⑤卿

病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
基
準
日
ま
で
に
長
期
に
わ
た
り
そ
の
刑
の
執
行
を

(2)の

懲
役
又
は

不
定
期
刑
に
つ
い
て
は

で の
今

を
超
え
な

そ
の
他
の
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
一

そ
の
刑
を
減
ず
る

を
超
え
な

、
っ
ふ
り 禁

、

、
《
‘
シ
⑨

特
に
刑
の
執
行
の
免
除
を
す
る

銅
に
つ
い
て

、

い

犯
情

範
囲
で
短
縮
す
る

、

い

基
準
日
の

範
囲
で

、 ー

本
人
の
性
格

、 ｡

一
言
い

短
期
及
び
長
期
に
つ
い
て
骨
の
②
の
例
に
よ
る

、

一

別 そ
の
刑
を
減
ず
る

渡
さ
れ
た
執
行
猶
予
の

日
ま
で
に
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
た
次

、

、 、

行
状

刑
期
の
四
分
の

シ
」

、

犯
罪
後
の
状
況

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

＠

期
間
は

一

を
超
え
な

、 、

社
会
の
感

そ
の
四
分

い

範
囲。



七
特
別
復
権
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
個
若
し
く
は
二
個
以
上
の
裁
判
に
よ

状
や
犯
罪
後
の
状
況
、
社
会
の
感
情
等
に
か
ん
が
み
、
特
に
復
権
す
る
こ
と
が
相
当

わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
犯
情
、
本
人
の
性
格
、
行

り
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
又
は
一
個
若
し
く
は
二
個
以
上
の
裁
判
に
よ
り
罰
金

１
禁
銅
以
上
の
刑
に
つ
き
そ
の
全
部
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た

及
び
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
禁
銅
以
上
の
刑
に
つ
き
そ
の
全
部
の
執
行
を
終

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

２
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
、
仮
出
獄
を
許
さ
れ
て
か
ら
基
準
日
の

（
特
別
復
権
の
基
準
）

前
日
ま
で
に
二
十
年
以
上
を
経
過
し
た
も
の

め
ら
れ
る
も
の

停
止
さ
れ
て
い
る
者
で
、
な
お
長
期
に
わ
た
り
そ
の
執
行
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
認

⑳

』
Ｉ
、
、
１
，
演
劃
、



九
こ
の
基
準
に
よ
る
特
赦
、
特
別
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
特
別
復
権
は
、
平

八
こ
の
基
準
に
当
た
ら
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
特
赦
、
特
別
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免

■

除
又
は
特
別
復
権
を
行
う
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

成
元
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

常
時
恩
赦
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

３
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者

２
社
会
の
た
め
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
か
つ
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が

（
実
施
の
時
期
）

（
そ
の
他
）

現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

現
に
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

日
か
ら
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
二
一
年
以
上
を
経
過
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が

、

ｌ
Ｌ
■
Ⅱ
９
４
ｃ
０
ｂ
６
ｊ
Ａ
９
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